
 

６ 適用法規別の状況 

  適用法規別の状況をみると、「労働組合法」適用組合が 4,036 組合、67 万 1,281 人となり、前年（4,104 組合、

67万 4,445人）に比べ、68組合、3,164人減少した。 

  また、構成比では、「労働組合法」適用組合が、組合数では全体の 91.6％を、組合員数では全体の 89.8％を占

めている。 
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７ 組合員規模別の状況 

  組合員規模別の状況をみると、組合数では、「29人以下」が 1,820組合で最も多いが、前年（1,841組合）に比

べ 21組合減少した。また、構成比では、全体の 41.3％（前年 41.1％）を占めている。 

組合員数では、「300～999人」が 23万 9,543人で最も多いが、前年（24万 5,401人）に比べ 5,858人減少して

いる。構成比では、全体の 32％（前年 32.5％）を占めている。「1,000～4,999 人」では、23 万 95 人で前年（21

万 9,255人）に比べ、10,840人増加している。 
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